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工学研究科博士後期課程学位論文審査要領

１．博士の学位授与方針
　本課程の修了に必要な 10 単位以上を取得し、工学の専門分野における高度な研究開発能力を備え研究者とし
て先端的な役割を果たせる能力、あるいは大学の教育課程において専門教育を担うことができる能力を有すると
認められ、学位論文の審査及び試験に合格した者に博士（工学）の学位を授与する。
２．論文の審査基準
　博士学位論文は、博士後期課程在籍中における研究の成果をまとめたものであり、その骨格をなす既発表の学
術論文数が、「大学院工学研究科博士学位論文審査要件」に定められている要件を充足する必要がある。
　また、審査にあたっては、以下の事項を主要な審査項目として、総合的に判定するものとする。
　　　①研究に新規性あるいは独創性があること
　　　②研究に社会的・技術的・学術的な有用性があること
　　　③内容に信頼性があること
　　　④論旨が明快かつ表現が明瞭で完成度が高いこと
　　　⑤〔理論的研究の場合〕論理的整合性があること
　　　⑥〔実証的研究の場合〕検証方法に妥当性があること
３．論文等の提出
　⑴　提出物
　　	　博士後期課程修了予定者は、研究指導教員の承認を得て、定められた期日（年間 2回）までに、以下の書

類を工学研究科長（建築都市工学部事務室）を経て学長に提出する。
　　　①学位論文審査願
　　　②学位論文１編（提出部数は研究指導教員の指定による）
　　　③論文要旨１編（提出部数は研究指導教員の指定による）
　　　④論文目録１編（提出部数は研究指導教員の指定による）
　　　⑤参考論文１編（提出部数は研究指導教員の指定による）
　　　⑥履歴書１編（提出部数は研究指導教員の指定による）
　⑵　提出物の体裁、構成、書式等の要領
　　　提出物の体裁、構成、書式等については、以下のとおりとする。
　１）学位論文
　　ⅰ	）製本はＡ４判とし、簡易な仮製本とする。但し、審査に合格した後、長期の保存に耐え得る製本のうえ

再提出する。
　　ⅱ）	表紙及び中表紙に以下の事項を表記する。
　　　①博士学位論文であることの表記
　　　②論文題名
　　　③提出年月
　　　④在籍する専攻名、課程名
　　　　「九州産業大学大学院工学研究科産業技術デザイン専攻博士後期課程」
　　　⑤氏名
　　ⅲ）	書式は以下のとおりとする。
　　　①使用する言語は原則として日本語とする。外国語とする場合は、研究指導教員の許可を得ること。
　　　②目次及び頁番号は必ず明記すること。
　　　③文字サイズは、本文では10～ 12ポイントとする。但し、章題及び見出し等についてはこの限りではない。
　　　④各頁の段組、行数、１行の文字数、マージン等については適宜設定のこと。
　２）その他の提出物
　　　学位審査願、論文要旨、論文目録、参考論文、履歴書については、別に定める様式に従うこと。
４．審査の順序と内容
　審査及び試験は、以下の順序と内容で行われ、合格及び不合格が判定される。
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　１）中間発表会：定められた期日に、それまでの研究の進行状況を報告する。
　２）学位論文及び論文要旨等の提出：定められた期日までに、前記の要領に従い提出する。
　３）審査委員会における審査及び試験
　　　①審査委員会における論文の説明及び質疑
　　　②審査委員会の指摘による論文の修正
　　　③公聴会の開催
　　　　	　研究指導教員と協議の上、公聴会を開催する。公聴会の実施にあたっては、日時、会場、論文題名、

講演者の氏名、審査委員名（主査、副査）等を記載したプログラム（掲示物及び配布物等）を作成し、
工学研究科及び学内外の関係者に公表する。

　４）課程修了の判定：審査委員会における審査結果に基づき、工学研究科教授会において行われる。
５．審査委員
　学位論文の審査は、研究指導教員を主査とし、当該学位論文に関連のある教員 2名以上を副査として行う。

以上

大学院工学研究科博士学位論文審査要件

専　攻
学位論文の骨格となった
審査付き学術論文

　　　　　　　　　　注１）

その他の学術論文

　　　　　　注２）
備　考

産
業
技
術
デ
ザ
イ
ン
専
攻

課
程
博
士

１編以上 ２編以上

論
文
博
士

３編以上 ３編以上

　注１）	学位論文の骨格となった審査付き学術論文は、原則として、少なくとも１編以上はファースト・オーサー
であること。なお、審査付き学術論文であっても学位論文の骨格をなさないものは、その他の学術論文
とする。

　注２）	その他の学術論文には、プロシーディング及び九州産業大学工学研究報告等を含む。また、学位論文の
骨格となった審査付き学術論文のうち、本表に示した最低基準数を超えるものは、その他の学術論文と
みなしてよい。

専　攻
学位論文の骨格となった
審査付き学術論文

　　　　　　　　　　　　注１）注２）
備　考

産
業
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術
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程
博
士

１編以上

論
文
博
士

３編以上

注１）学位論文の骨格となった審査付き学術論文は、原則として、少なくとも１編以上はファースト・オー
サーであること。

注２）各分野が定める別紙「博士学位論文審査要件に関する指針、申し合わせ」に基づき評価を行う。
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